
 

 

 

特定非営利活動法人 日本レスキュー協会経理規程  

（目的）  

第 1 条 この規程は特定非営利活動法人日本レスキュー協会（以下「この法人」という。）にお

ける経理処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ

迅速に把握し、この法人の事業活動の計数的統制とその効率的運営を図ることを目的とす

る。 

（会計処理の原則）  

第 2 条 この法人の会計は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、一般に公正妥当と認

められる特定非営利活動促進法に定める原則に準拠して行わなければならない。 

（会計区分）  

第 3 条 この法人の会計について、法令の要請等により必要とされる場合は、会計区分を設け

るものとする。 

（経理責任者） 

第 4 条 この法人の経理責任者は、事務局長とする。 

（勘定科目の設定） 

第 5 条 この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確に把握するため必

要な勘定科目を設ける。 

（会計帳簿）  

第 6 条 この法人の会計帳簿は、次のとおりとする。 

   （１）主要簿 

    ア 仕訳帳 

    イ 総勘定元帳 

   （２）補助簿 

    ア 現金出納帳 

    イ 預金出納帳 

    ウ 固定資産台帳 



 

 

    エ その他必要な勘定補助簿 

（証憑）  

 第 7 条 証憑とは、この法人の内部または外部で発行される書類で取引の裏付けとなるもの

をいい、請求書、領収書、契約書、電算出力帳票、その他会計伝票の正当性を立証する

書類をいう。 

（帳簿の更新）  

 第 8 条 帳簿は、原則として毎月末日に締切り、会計年度ごとに更新する。 

（帳簿書類の保存期間）  

 第 9 条 経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを

超えるものについては、その定めによる。 

   （１） 決算種類                   永久 

   （２） 予算書                    10 年 

   （３） 会計帳簿・会計伝票            10 年 

   （４） 契約書・証憑書類             10 年 

   （５） その他書類                 10 年 

（金銭の範囲） 

第 10 条 この規程で金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨と

引き換えることのできる小切手・手形及び証書等をいう。 

 （出納責任者） 

第１１条 金銭の出納・保管については、出納責任者を置くものとする。 

２ 出納責任者は経理責任者が任命する。ただし経理責任者は出納責任者を兼ねることはで

きないものとする。 

３ 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、出納事務担当者を若干名置

くことができる。 

（金銭の出納） 

第１２条 金銭の出納について、出納事務担当者は出納責任者が承認した証憑に基づいて行

う。 

（金銭の収納） 



 

 

第 13 条 金銭の収納をした場合は、回収した金銭をすみやかに所定の手続きにしたがい、出

納事務担当者に引き渡さなければならない。 

２ 出納事務担当者は、金銭を遅滞なく収納する。 

（金銭等の保管） 

第 14 条 出納責任者は、第 10 条に規定する金銭ならびにこの法人の財産に関する重要書類

を保管し、定期的に実査、確認を行う。 

（支払手続）  

第 15 条 出納事務担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引 

を証する書類に基づいて、支払伝票により出納責任者の承認を得て行うものとする。 

（固定資産の範囲）  

第１６条 固定資産とは、耐用年数 1 年以上で、かつ取得価額１０万円以上の有形固定資産及

びその他の資産とする。 

（取得価額）  

第 17 条 固定資産の取得価額は、次の各号による。 

    （１） 購入に係るものは、購入価格に付随費用を加算した額 

    （２） 贈与によるものは、そのときの適正な評価額 

（固定資産の管理責任者）  

第１８条 固定資産の管理責任者は、経理責任者とする。 

（固定資産の管理）  

第 19 条 固定資産の管理責任者は、固定資産及び物品について台帳を設け、その記録及び

管理を行うものとし、各会計年度において、必ず全固定資産を対象として、現物と固定資産

台帳との照合を実施する。 

（固定資産の取得及び処分等）  

第 20 条 固定資産の取得、売却及び処分等については、理事長の決裁を受けなければなら

ない。 

（予算の目的）  

第 21 条 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、事業

の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。 



 

 

（収支予算の作成）  

第 22 条 収支予算は、事業計画に基づき、理事長が作成し、理事会の議決により定める。 

２ 収支予算書は、活動計算書に準じる様式をもって作成する。 

（収支予算の執行）  

第 23 条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。 

（決算の目的）  

第 2４条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らか

にすることを目的とする。 

（決算整理事項）  

第 25 条 経理責任者は、毎会計年度終了後３か月以内に、当該会計年度末における次の財 

務諸表書類を作成し、理事会に提出しなければならない。 

  （１） 貸借対照表 

  （２） 活動計算書 

  （３） 計算書類（貸借対照表及び活動計算書をいう。）の注記 

  （４） 財産目録 

（改廃）  

第 26 条 この規程を改廃するときは、理事会の議決を経なければならない。 

（附則）  

 この規程は、２０25 年 11 月２２日から施行する。（２０25 年 11 月２２日 理事会決議） 

       

 

 

 

 


